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担当部署: 子ども家庭課

処分の概要 不正利得に係る障害児通所給付費等の徴収等

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第57条の2第1項及び第2項

法 令 番 号 昭和22年法律第164号

【基準】

法第57条の2第1項及び第2項の規定による。

第57条の2 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付

費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給

付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」とい

う。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当す

る金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不

正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の

支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に

対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た

額を支払わせることができる。
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